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制度・サービス名 制度の概要・利用方法 取扱条件

本制度利用者が利用

する際の、受領証等

の提示等の必要の有

無

問合せ先

（係名・電話番号）

課税証明書の交付
パートナー等の課税証明書の交

付を申請できます。
同居であること。 必要

総務部税務課市民税係

0561-76-8117

納税証明書の交付
パートナー等の納税証明書の交

付を申請できます。
同居であること。 必要

総務部収納課庶務係

0561-76-8120

旭平和墓園の墓地の承

継

パートナー等の墓地を使用する

権利の承継を申請することがで

きます。

なし 必要
市民生活部環境課環境施策係

0561-76-8134

旭平和墓園の墓地（合

葬式墓地）への焼骨の

埋蔵

パートナー等の焼骨を埋蔵する

ための届出ができます。
なし 必要

市民生活部環境課環境施策係

0561-76-8134

障害者手帳・障がい福

祉サービス等に係る各

種申請

パートナー等の各種申請の代理

申請ができます。
なし 必要

健康福祉部福祉課障がい福祉係

0561-76-8142

市営住宅入居
入居申込の際、家族向け住宅へ

の申込みが可能になります。

同居（予定可）の家族

がいること。
必要

都市整備部都市計画課建築住宅係

0561-76-8158

り災証明書の交付申請

（火災）

火災により損害を受けたことを

証明します。

同一世帯員であるこ

と。

原則不要

（世帯主との関係が

分からない場合に限

り、受領証等または

世帯主の委任状が必

要）

消防本部予防課

0561-51-0379

り災証明書の交付申請

（自然災害）

自然災害により家屋等が損害を

受けたことを証明します。
なし 不要

総務部危機管理課災害対策係

0561-76-8127

住民票（除票）の写し

の交付申請

委任状不要で、住民票（除票

（住民票コード・マイナンバー

入りのものを含む））の写しの

交付を申請できます。

本人確認書類をお持ち

の同一世帯員であるこ

と。

不要
市民生活部市民課市民係

0561-76-8130

マイナンバーカードの

券面事項更新

委任状不要で、マイナンバー

カードの住所等の変更ができま

す。

・本人確認書類をお持

ちの同一世帯員である

こと。

・４ケタのパスワード

が分かっていること。

不要
市民生活部市民課市民係

0561-76-8130

旭平和墓園の墓地（一

般墓地）への焼骨の埋

蔵

パートナー等の焼骨を埋蔵する

ための届出ができます。
なし 不要

市民生活部環境課環境施策係

0561-76-8134

介護保険に係る各種申

請

介護保険に係る各種申請につい

て、パートナー等が代理申請を

行うことができます。

本人の介護保険被保険

者証が必要。
不要

健康福祉部長寿課介護保険係

0561-76-8144

保育園の送迎
園児の親のパートナー等が、園

児を保育園に送迎できます。

事前に、送迎する人を

指定していること。
不要

こども子育て部保育課庶務係

0561-76-8147

児童クラブの送迎

利用児童の親のパートナー等

が、児童を児童クラブに送迎で

きます。

事前に、送迎する人を

指定していること。
不要

こども子育て部こども課こども係

0561-76-8146

救急車への同乗
傷病者が救急搬送される際に、

救急車に同乗できます。

傷病者の状況が分かる

関係者等
不要

消防本部消防署救急係

0561-51-0885

尾張旭市ファミリーシップ制度に係る利用可能な行政サービス等


